
特集

菅
新
政
権
が
加
速
す
る「
安
倍
政
治
」総
検
証
と

新
た
な
政
治
を
展
望
す
る

制
度
、
公
衆
衛
生
制
度
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
を
弱
体
化
す
る
新
自
由
主
義
改

革
を
、
③
官
僚
人
事
な
ど
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
官
邸
に
集
中
さ
せ
て
国
政
の
私

物
化
を
行
い
、
立
憲
主
義
を
否
定
し
、
憲
法
に
基
づ
く
政
治
を
破
壊
し
て
き

た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
病
床
や
保
健
所
を
削
減
し
、
正
規
労
働
者
を
減
ら

し
続
け
て
き
た
「
安
倍
政
治
」
で
は
、
一
人
一
人
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
れ

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
菅
政
権
は
こ
う
し
た
「
安
倍
政
治
」
を
継

承
す
る
政
権
で
あ
る
。

　

菅
政
権
が
誕
生
し
て
ま
だ
一
か
月
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
行
動
を
見
る
と
、

「
安
倍
政
治
」
を
継
承
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
加
速
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
①
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
を
前
提
と
し
た
予
算
付
け
を
行
い
、

②
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
医
療
体
制
や
保
健
所
体
制
の
削
減
方
針
を
変
え
ず
、
③

日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
命
を
拒
否
し
た
う
え
、
同
会
議
を
規
制
改
革
の
対
象

に
し
て
、
官
邸
へ
の
権
力
の
集
中
と
管
理
統
制
を
強
め
て
お
り
、「
安
倍
政
治
」

の
特
徴
で
あ
る
①
軍
事
国
家
化
、
②
新
自
由
主
義
改
革
に
よ
る
格
差
の
肥
大
化
、

③
①
、
②
を
遂
行
す
る
た
め
の
管
理
統
制
国
家
化
を
加
速
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
今
ほ
ど
新
し
い
政
治
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
は

な
い
。
市
民
連
合
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
、「
立
憲
野
党
の
政
策
に
対
す
る
市
民

連
合
の
要
望
書
│
い
の
ち
と
人
間
の
尊
厳
を
守
る
『
選
択
肢
』
の
提
示
を
」
を

決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
菅
政
権
が
加
速
す
る
「
安
倍
政
治
」
に
代
わ
り
、
個
人

の
尊
厳
を
尊
重
し
、
一
人
一
人
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
る
新
し
い
政
治
を

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

安
倍
首
相
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月

二
八
日
、
首
相
を
辞
任
す
る
旨
表
明

し
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
か
ら
約
七

年
八
か
月
に
わ
た
っ
て
続
い
た
安
倍

政
権
が
終
焉
を
迎
え
た
。
同
年
九
月

一
六
日
、
菅
義
偉
氏
が
新
た
に
首
相

に
指
名
さ
れ
、
菅
政
権
が
発
足
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

菅
首
相
は
、
官
房
長
官
と
し
て
安

倍
政
権
を
二
人
三
脚
で
支
え
た
人
物

で
あ
り
、
自
民
党
総
裁
に
立
候
補
す

る
に
あ
た
っ
て
「
安
倍
総
裁
が
全
身

全
霊
を
傾
け
た
取
り
組
み
を
し
っ
か

り
継
承
し
、
さ
ら
に
前
に
進
め
る
た

め
に
全
力
を
尽
く
す
覚
悟
だ
」と
言
っ

て
憚
ら
な
い
。

　
「
安
倍
政
治
」
は
、
①
集
団
的
自
衛

権
行
使
を
容
認
す
る
安
保
関
連
法
を

成
立
さ
せ
、
九
条
の
明
文
改
憲
を
目

指
す
な
ど
軍
事
国
家
化
を
、
②
医
療
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り
、
そ
の
地
位
は
極
め
て
不
安
定
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

晴
山
一
穂
氏（
専
修
大
学
名
誉
教
授
）は
、「
国
政
の
私
物
化
」
を
、
こ
れ
ま
で
の

保
守
政
権
に
見
ら
れ
な
い
安
倍
政
権
に
特
有
な
強
権
的
で
反
民
主
主
義
的
体
質

を
象
徴
す
る
と
表
現
し
た
う
え
、
①
モ
リ
・
カ
ケ
・
サ
ク
ラ
に
見
ら
れ
る
「
行

政
の
私
物
化
」、
②
各
省
の
幹
部
人
事
を
掌
握
し
た
「
公
務
員
の
私
物
化
」、
③

「
情
報
・
公
文
書
・
メ
デ
ィ
ア
の
私
物
化
」、
④
内
閣
を
統
制
す
べ
き
立
場
に
あ

る
「
国
会
の
私
物
化
」
と
「
司
法
の
私
物
化
」
を
指
摘
し
、
国
政
の
民
主
的
転
換

を
展
望
す
る
。

　

長
友
薫
輝
氏（
津
市
立
三
重
短
期
大
学
教
授
）は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
医
療
崩
壊
が
起

き
、
病
床
の
不
足
、
保
健
所
の
疲
弊
、
介
護
や
社
会
福
祉
施
設
等
で
の
疲
労
困

憊
と
い
っ
た
状
況
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
か
を
問
い
、
①
地
域
医
療
構
想
が
病
床

だ
け
で
な
く
医
療
提
供
の
人
員
体
制
の
抑
制
に
連
動
し
た
こ
と
、
②
保
健
所
が

大
幅
に
削
減
さ
れ
、
公
衆
衛
生
を
弱
体
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
人
々

の
命
と
健
康
、
暮
ら
し
が
何
よ
り
も
大
事
に
さ
れ
る
社
会
へ
と
大
き
く
転
換

し
て
い
く
こ
と
を
訴
え
る
。

　

棗
一
郎
氏（
弁
護
士
）は
、
安
倍
政
権
の
「
働
き
方
改
革
」
に
つ
い
て
、
残
業
時

間
の
上
限
規
制
や
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
制
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、「
定

額
働
か
せ
放
題
」
の
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
、
労
働
者
派
遣
法
の
全

面
的
規
制
緩
和
、
使
用
者
の
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
義
務
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
、
脱

法
的
な
事
業
形
態
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
拡
大
政
策
な
ど
の
「
負
の
遺
産
」
を
指
摘

し
、
立
法
や
法
改
正
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

　

小
林
善
亮
氏（
弁
護
士
）は
、
安
倍
政
権
の
「
教
育
再
生
」
に
つ
い
て
、
①
学
力

テ
ス
ト
を
強
化
す
る
な
ど
競
争
主
義
的
教
育
を
徹
底
し
、
②
道
徳
の
教
科
化
な

ど
「
従
順
な
人
材
」
の
育
成
を
図
り
、
③
教
育
現
場
へ
の
管
理
を
強
化
し
て
お

り
、
そ
の
結
果
い
じ
め
の
認
知
件
数
が
、
安
倍
政
権
の
七
年
半
で
約
二
〇
万
件

か
ら
五
四
万
件
を
超
え
る
事
態
に
な
っ
た
と
指
摘
し
、
子
ど
も
の
学
習
権
を
中

心
に
考
え
る
教
育
行
政
へ
の
転
換
を
求
め
て
い
る
。

　

衆
議
院
議
員
の
任
期
で
あ
る
来
年
一
〇
月
ま
で
に
は
必
ず
総
選
挙
が
あ
る
。

市
民
と
立
憲
野
党
が
い
の
ち
と
人
間
の
尊
厳
を
守
る
選
択
肢
を
提
示
し
、
こ

れ
を
国
民
が
選
び
取
っ
て
新
し
い
政
治
を
切
り
拓
く
こ
と
を
願
う
。

 
（「
法
と
民
主
主
義
」
編
集
委
員
会
　
南
　
典
男
）

求
め
る
も
の
だ
。「
安
倍
政
治
」
の
①
軍
事
拡
大
に
対
し
て
軍
事
縮
減
を
、
②
一

握
り
の
人
た
ち
の
た
め
の
経
済
に
対
し
て
一
人
一
人
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
、

③
管
理
・
専
横
政
治
に
対
し
て
民
主
主
義
・
立
憲
主
義
を
対
置
す
る
政
権
構
想

で
あ
る
。

　

本
特
集
は
、
菅
政
権
が
加
速
す
る
「
安
倍
政
治
」
を
総
検
証
し
、
こ
れ
に
代

わ
る
新
し
い
憲
法
に
基
づ
く
政
治
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
者

に
は
、「
安
倍
政
治
」
の
検
証
と
こ
れ
に
代
わ
る
提
言
を
意
識
し
て
執
筆
し
て
い

た
だ
い
た
。

　

広
渡
清
吾
氏（
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
元
日
本
学
術
会
議
会
長
、「
市
民
連
合
」
呼

び
か
け
人
）は
、
前
代
未
聞
の
日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
命
拒
否
と
い
う
「
蛮
行
」

を
詳
し
く
述
べ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
準
備
し
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

警
戒
を
訴
え
、
こ
う
し
た
菅
政
権
の
強
権
政
治
が
、
安
倍
亜
流
の
人
事
権
を
梃

子
に
し
た
首
相
専
権
支
配
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
て
い
る
。
ま
た
、
菅
政
権
の

「
自
助
」
の
考
え
方
を
批
判
し
て
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
社
会
を
「
い
の
ち
と
暮
ら

し
」
を
守
り
「
個
人
の
尊
厳
」
を
核
心
と
す
る
、
公
助
を
基
礎
に
個
人
の
自
由

が
発
揮
さ
れ
る
社
会
と
し
て
展
望
す
る
。
さ
ら
に
、
安
倍
政
権
の
「
レ
ガ
シ
ー
」

が
「
改
憲
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
と
「
軍
事
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
化
」
で
あ
る
と

し
、
こ
れ
に
対
し
て
九
条
を
柱
に
し
た
平
和
と
安
全
保
障
の
政
策
を
世
界
と

ア
ジ
ア
で
実
現
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
市
民
連
合
を
つ
な
ぎ
役
と

し
な
が
ら
、
多
様
な
要
求
を
か
か
げ
て
運
動
す
る
市
民
団
体
・
市
民
組
織
の
総

結
集
を
図
り
、
政
権
交
代
を
求
め
る
一
大
市
民
運
動
を
呼
び
掛
け
て
い
る
。

　

飯
島
滋
明
氏（
名
古
屋
学
院
大
学
教
授
）は
、
政
権
交
代
を
視
野
に
入
れ
る
た
め

に
は
自
民
党
の
対
案
と
な
る
べ
き
安
全
保
障
政
策
を
提
示
す
る
こ
と
が
立
憲
野

党
に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
、
①
日
本
が
近
隣
諸
国
と
戦
争
に
な
ら
な
い
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
、
②
自
衛
隊
の
有
す
る
攻
撃
的
兵
器
は
直
ち
に
削
減
し
、

攻
撃
的
兵
器
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
徐
々
に
削
減
に
向
け
た
政
治
を
進
め
る

こ
と
を
代
替
案
と
し
て
提
唱
す
る
。

　

大
石
邦
弘
氏（
名
古
屋
学
院
大
学
教
授
）は
、
安
倍
政
権
の
三
本
の
矢
に
つ
い
て
、

日
銀
の
異
次
元
の
金
融
緩
和
に
依
存
し
た
も
の
で
、
国
債
の
流
通
市
場
を
歪

め
た
と
し
、
就
業
者
の
増
大
の
実
態
は
女
性
の
非
正
規
労
働
者
の
増
加
で
あ
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